
－ 1 － 

平成２９年矢巾町議会定例会５月会議目次 

 

議案目次 …………………………………………………………………………………………… １ 

 

  第 １ 号 （５月８日） 

〇議事日程 ………………………………………………………………………………………… ３ 

〇本日の会議に付した事件 ……………………………………………………………………… ３ 

〇出席議員 ………………………………………………………………………………………… ３ 

〇欠席議員 ………………………………………………………………………………………… ３ 

〇職務のために出席した職員 …………………………………………………………………… ３ 

〇開  議 ………………………………………………………………………………………… ５ 

〇議事日程の報告 ………………………………………………………………………………… ５ 

〇会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………………… ５ 

〇会議期間の決定 ………………………………………………………………………………… ５ 

〇議会運営委員会委員の選任について ………………………………………………………… ８ 

〇散  会 ………………………………………………………………………………………… ９ 

〇署  名 …………………………………………………………………………………………１１ 



－ 1 － 

議  案  目  次 

 

平成２９年矢巾町議会定例会５月会議 

 １．議会運営委員会委員の選任について 
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平成２９年矢巾町議会定例会５月会議議事日程（第１号） 

  

平成２９年５月８日（月）午後２時１０分時開議 

 

議事日程（第１号） 
第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会議期間の決定 

第 ３ 議会運営委員会委員の選任について  
本日の会議に付した事件 
 議事日程のとおり 

 

出席議員（１７名） 
      １番  赤 丸 秀 雄 議員      ２番  水 本 淳 一 議員 

      ３番  廣 田 清 実 議員      ４番  高 橋 安 子 議員 

      ５番  齊 藤 正 範 議員      ６番  村 松 信 一 議員 

      ７番  昆   秀 一 議員      ８番  藤 原 梅 昭 議員       ９番  川 村 農 夫 議員     １０番  山 﨑 道 夫 議員 

     １１番  髙 橋 七 郎 議員     １２番  長谷川 和 男 議員 

     １３番  川 村 よし子 議員     １４番  小 川 文 子 議員 

     １６番  藤 原 義 一 議員     １７番  米 倉 清 志 議員 

     １８番  廣 田 光 男 議員  
欠席議員（１名） 
     １５番  藤 原 由 巳 議員 
 

職務のために出席した職員 
 議会事務局長 吉 田   孝 君 係 長 藤 原 和 久 君 

 主 任 主 事 渡 部 亜由美 君 
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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

              午後 ２時１０分 開議 

〇議長（廣田光男議員） ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達しておりますの

で、会議は成立しました。 

  なお、15番、藤原由巳議員は町内に火災発生のおそれがあり欠席の報告がありましたので、

お知らせいたします。 

  ただいまから平成29年矢巾町議会定例会を再開します。 

  これより５月会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     議事日程の報告 

〇議長（廣田光男議員） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  これより本日の議事日程に入ります。 

 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（廣田光男議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議の会議録署名議員は、会議規則126条の規定により 

    14番 小 川 文 子 議員 

    16番 藤 原 義 一 議員 

    17番 米 倉 清 志 議員 

 の３名を指名します。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第２ 会議期間の決定 

〇議長（廣田光男議員） 日程第２、会議期間の決定を議題とします。 

  お諮りします。本日再開の５月会議の会議期間は本日１日としたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、５月会議の期間は本日１日と決定しました。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田光男議員） 初めに、４月会議で委員長、副委員長の互選ができなかった常任委
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員会について、委員長、副委員長の互選が終了した旨の報告がありました。 

  委員長、副委員長は次のとおりであります。 

  産業建設常任委員会委員長、副委員長選任結果、委員長に髙橋七郎君、副委員長、水本淳

一君。 

  教育民生委員会は、委員長に村松信一君、副委員長、高橋安子君。 

  ここで、選任されました委員長、副委員長から自席で挨拶することを許します。 

  産業建設常任委員会委員長、髙橋七郎議員。 

〇11番（髙橋七郎議員） 今回産業建設常任委員会の委員長に選任いただきました髙橋七郎で

ございます。 

  浅学非才ではございますけれども、皆さんのご指導をいただきながら委員会を進めていき

たいと、そのように思っております。 

  また、28日の日には今日ここまで大変皆さんには長時間ご迷惑をかけましたことをおわび

申し上げます。大変ありがとうございます。終わります。 

〇議長（廣田光男議員） 次に、副委員長に選任されました水本淳一君。 

〇２番（水本淳一議員） 産業建設常任委員会副委員長に任命されました水本淳一と申します。 

  大変責任、副委員長とはいえ責任を感じております。皆さんのご協力のもと頑張ってまい

りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 次に、教育民生常任委員会委員長に選任されました委員長、村松信

一君。 

〇６番（村松信一議員） このたび教育民生委員長を拝命いたしました村松信一でございます。 

  教育民生常任委員会の構成委員は６名でありますが、担当いたします幅広い行政分野を合

理的、能率的に審査、調査または視察研修などによって見識を高め、私たちの住む矢巾町を

よりよいまちにするため、委員各位のご協力をお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。 

  以上でございます。 

〇議長（廣田光男議員） 次に、副委員長に選任されました高橋安子議員。 

〇４番（高橋安子議員） このたび教育民生常任委員会の副委員長に選任されました高橋安子

と申します。 

  この教育民生常任委員会には今まで経験した方いっぱいいらっしゃいます。いろいろ皆さ

んに意見を聞いたり、それからご指導を仰いだりしながら、委員長の補佐役として頑張って

まいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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〇議長（廣田光男議員） 引き続き、広報広聴常任委員会及び予算決算常任委員会の委員長、

副委員長の互選に入ります。 

  委員長、副委員長が決まりましたなら、当職まで報告願います。 

  それでは、直ちに常任委員会を開催し、委員長、副委員長の互選を行うよう、口頭をもっ

て通知します。 

  また、委員長互選の職務は各常任委員会の年長委員が取り仕切っていただくようお願いし

ます。 

  なお、常任委員会は休憩中に行います。 

  ここで暫時休憩に入ります。 

              午後 ２時１６分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時４６分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 再開します。 

  各常任委員会で互選された結果、委員長、副委員長は次のとおりであります。 

  予算決算常任委員会委員長、山﨑道夫君、同副委員長、小川文子君。 

  広報広聴常任委員会委員長、昆秀一君、同じく副委員長、広報分科会、齊藤正範君、同じ

く副委員長、広聴分科会、藤原梅昭君。 

  以上であります。 

  ここで、選任された委員長、副委員長から自席で挨拶することを許します。 

  予算決算常任委員会委員長、山﨑道夫君。 

〇10番（山﨑道夫議員） 予算決算常任委員長に選任をいただきました山﨑道夫でございます。 

  予算、そして決算については慎重審議を期しながら、矢巾町が今後また大きく発展をする

ための必要な事業について、あるいは町民が望む事業について、その予算がしっかり執行さ

れることを、皆さんのご協力をいただきながら慎重に審議をしながら進めてまいりたいと思

っております。今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

〇議長（廣田光男議員） 予算決算常任委員会副委員長、小川文子君。 

〇14番（小川文子議員） 14番、小川文子です。副委員長に拝命を受けたところでございます。 

  委員長を補佐して円滑な審議ができるように努力をしてまいります。どうぞよろしくお願

いします。 

〇議長（廣田光男議員） 次に、広報広聴常任委員会委員長、昆秀一君。 
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〇７番（昆 秀一議員） 広報広聴常任委員会の委員長に留任することになりました昆でござ

います。 

  よりよい議会広報づくり、そして懇談会の円滑運営に努めてまいりたいと思いますので、

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 次に、同じく副委員長、広報分科会、齊藤正範君。 

〇５番（齊藤正範議員） 広報分科会の副委員長に留任しました齊藤です。 

  広報委員は残りの３名は入れかわりになりましたので、新しい紙面づくりを委員長を補佐

しながら頑張りたいと思いますので、皆さんのご協力よろしくお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） 同じく副委員長、広聴分科会、藤原梅昭君。 

〇８番（藤原梅昭議員） 広報広聴常任委員会、広聴の副委員長に就任いたしました藤原梅昭

でございます。 

  広聴のほうについては、町民の声をできるだけお聞きしながらよりよい議会運営に努めて

いきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

〇議長（廣田光男議員） これで挨拶を終わります。 

  ここで暫時休憩に入ります。 

              午後 ２時５０分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ２時５１分 再開 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

     日程第３ 議会運営委員会委員の選任について 

〇議長（廣田光男議員） 日程第３、議会運営委員会委員の選任についてを議題とします。 

  議会運営委員会委員の選任についても、矢巾町議会委員会条例第７条の規定により、ただ

いまお手元に配付した名簿のとおり指名したいと思います。 

  職員に名簿を朗読させます。 

              （職員朗読） 

〇議長（廣田光男議員） お諮りします。 

  ただいま朗読のとおり指名することにご異議ございませんか。 

              （「異議なし」の声あり） 

〇議長（廣田光男議員） ご異議なしと認めます。 

  よって、議会運営委員会委員の選任についてはただいま指名したとおり決定いたしました。 
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  それでは、直ちに議会運営委員会を開催し、委員長、副委員長の互選を行うよう、口頭を

もって通知します。 

  委員長、副委員長が決まりましたなら、当職まで報告を願います。 

  なお、議会運営委員会は休憩中に行います。 

  また、委員長の互選の職務は年長議員が取り仕切っていただくようお願いします。 

  それでは、ここで暫時休憩します。 

              午後 ２時５３分 休憩 

              ――――――――――― 

              午後 ３時０１分 再開 

〇議長（廣田光男議員） 再開します。 

  議会運営委員会で互選された結果、委員長、副委員長は次のとおりであります。 

  議会運営委員会委員長、川村農夫君、同副委員長、藤原梅昭君。 

  ここで、選任された委員長、副委員長から自席で挨拶することを許します。 

  議会運営委員会委員長に選任された川村農夫君。 

〇９番（川村農夫議員） ただいま議会運営委員長に選任いただきました川村農夫でございま

す。 

  スムーズな議会運営を目指し、さらに改革に向けた取り組みについても皆様のご協力をい

ただきながら進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（廣田光男議員） 次に、副委員長に互選されました藤原梅昭君。 

〇８番（藤原梅昭議員） 議会運営副委員長に選任されました藤原梅昭でございます。 

  委員長を助け、議会の進行をスムーズに行えるように頑張ってまいりますので、よろしく

お願いします。 

  以上です。 

  これで挨拶を終わります。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇議長（廣田光男議員） 以上をもって本日の議事日程は終了いたしました。 

  これをもって平成29年矢巾町議会定例会５月会議を閉じます。 

  大変ご苦労さまでした。 

              午後 ３時０４分 散会 
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